
『訪問健美理美容・すぎなみ』会則 

（名称） 

第 1条 この会は、「訪問健美理美容・すぎなみ」と称する。 

（事務所） 

第 2条 この会の事務所は、会長宅 に置く。 

（目的） 

第３条 この会は、杉並区在住の外出の困難な高齢者や障がいをお持ちの方を

対象とし、どのような状況におかれても諦めることなく理美容をご利

用いただけるものとする。学校法人山野学苑美容福祉養成コースを修

了した福祉理美容師と福祉・医療関係の有資格者が結集し、それぞれ

の専門分野からお客様の個々のニーズに寄り添った訪問理美容サービ

スを行い、お客様の充足感に繫げる事を目的とする。 

（事業） 

第４条 この会は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（1）外出が困難な高齢者や障がいをお持ちで理美容室を利用できない

方々（個人宅、グループホーム、デイサービス、老人ホーム、障がい

者施設、病院等）を対象に、訪問をして理美容サービスを行う。 

（2）寝たままの状態の方や車いすを使用されている方に衛生面と安全性

を考慮して開発された福祉美容道具、集髪用「すいコ～ム」を使用し

てヘアカットを行う。  

（3）寝たままの状態の方や車いすを使用されている方に衛生面と安全性

を考慮して開発された福祉美容道具、「洗髪器」を使用してヘアシャ

ンプーを行う。 

（4）介護や介助を必要としている方や、ご家族を支え介護をされている

方を対象に、地域コミュニティの場を借り、健康への意識を高めフレ

イル対策のためのアクティビティ講座を行う。 

（5）障がいのある方々の社会的自立に向け、整容（整髪、ファッション

の TPO等も含）を通して自立支援を行う。 

（6）幅広い世代を対象に「美容と健康&介護予防」をテーマとしたイベン

トを開催し、地域の人々の社会参加を促し、地域コミュニティの活性

化に繫げる。 

（7）福祉理美容師と福祉・医療関係の有資格者を対象に、美容福祉の普

及啓発活動に基づく講習会を開催し人材育成を行う。 

（8）その他、この会の目的の達成に必要な事業を行う。 

 

 



(構成員) 

第 5条 この会の構成員は、正会員、賛助会員、協力会員とする。 

正会員 

福祉理美容師と福祉・医療関係有資格者とする。 

（入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。） 

   賛助会員 

この会の目的に賛同し賛助するために入会したものとする。 

協力会員 

この会の目的に賛同し協力するために入会したものとする。 

   その会費及び資格は総会が定める。 

(機関・議決) 

第 6 条 この会の議決を行う機関として、総会及び役員会をおく。 

総会 

総会は正会員で構成し、正会員総数の 1/2 以上の出席をもって成立し、

多数決をもって 議事を決する。 

総会は会長が召集するものとし、毎年 1 回以上開催し、次の事項を議決

する。 

(1) 年度事業計画及び予算  

(2) 年度事業報告及び決算の承認  

(3) 役員の選任  

(4)本会の解散、合併に関する事項 

(5) 会員の除名に関する事項 

(6) その他、本会の運営に関する重要事項 

役員会 

役員会は会長が召集し、総会に付託すべき事項及び総会の議決の執行に関

する事項及び この会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。議長

は会長が務める。 

 (役員)  

第 7 条 この会に次の役員をおく。   

顧問、会長、副会長、会計をもって役員会を構成する。役員は総会で選任 

する。期は 2 年とし、再任を妨げない。権限、責務等は総会が定める。 

顧問（1 名） 

会長（1 名）  会長は本会を統括し代表する。  

副会長（2 名） 副会長は会長を補佐する。 事業執行や管理業務 につい

て総括する。   

会計（1 名） 



（事業年度） 

第 8 条 この会の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日とする。   

(財産の管理)  

第 9 条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。   

 

(会則の改正)  

第 10 条 会則の改正は総会において正会員の 2/3 以上の賛成をもって決する。   

(細則) 

第 11 条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員

会が定める。   

(雑則)  

第 12 条 この会則は、2015年 4月 15日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



登録  任意団体 

名称 「訪問健美理美容・すぎなみ」 

事務所 〒167-0042 杉並区西荻北 4－32－9 

📱090-6043－3599 ☏＆📠03－3394－9614  

✉houmonkenbiribiyou@jcom.zaq.ne.jp 

https://tearful-eyes.wixsite.com/houmonkenbi/home 

 

正会員  

佐野美惠子  美容福祉師   杉並区西荻北 

茂木明子   福祉美容師   杉並区上井草  

山下師賀子  福祉美容師   江戸川区船堀 

田名網恵美子 美容福祉師   杉並区高円寺南 

宮寺那奈   福祉美容師   杉並区和田 

迫 和子   福祉美容師   杉並区阿佐ヶ谷南 

広田恵美   福祉美容師   町田市小山ヶ丘 

及川麻衣子  美容福祉師   相模原市橋本 

大沢知子   福祉美容師   八王子市挟間町 

榎本美幸   福祉美容師   三鷹市大沢 

 

協力会員   

大野淑子  ファッション」アドバイザー  杉並区高井戸西 

高山陽子  アクティビティディレクター  新宿区上落合 

https://tearful-eyes.wixsite.com/houmonkenbi/home

